
 

 

 

 

                神奈川労働局 川崎北労働基準監督署 

 社会福祉施設における労働災害による死傷者数は、近年増加傾向にありましたが、昨年４０人

と大きく減少し安全対策の効果が認められたものの、平成２７年は１０月末速報値で４７人と前

年確定値を既に上回っており、昨年に続く減少傾向の維持が困難な状況となっております。  

 本年は、『第１２次労働災害防止推進計画』(平成２５年を初年度とした５カ年計画）の３年度目

でもあり、この災害の増加傾向に歯止めをかけ、是非とも災害発生件数を減少させなければなり

ません。 

 神奈川労働局・川崎北労働基準監督署といたしましても各種の労働災害防止対策を推進してい

るところですが、各事業場におかれましても、再度各種災害防止対策の総点検を行い、年末に向

け≪災害ゼロ≫で年末年始を乗りきるようお願いいたします。 

 

     
  

 社会福祉施設における労働災害の「型」別の状況をみると、「動作の反動・無理な動作（災害性

腰痛等）」による災害が圧倒的に多く、全体の約４割を占めています。さらに、「転倒」を含める

と約７割を占めています。そこで商業における労働災害を減少させるためには、この２つの型の

労働災害防止対策を実施することが重要です。 

（裏面へ続く） 
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死亡者数(内数）:右軸 

死傷者数：左軸 

社会福祉施設における労働災害急増！ 

労働災害防止対策の徹底により労働災害の発生に歯止めを！ 

（川崎北労働基準監督署管内の社会福祉施設の皆様へ） 

１０月末時点 

速報死傷者数 

前年同期比約４２％ 

増加！！ 
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 近年、第三次産業（「社会福祉施設」含）において労働災害が増加傾向にある事を受け、安全衛生管

理体制の構築が急務となっている中、安全の担当者(安全推進者)の配置等を推進する内容の 

「労働安全衛生法施行令第２条第３号に揚げる業種における安全推進者の 

配置における安全推進者の配置等に係るガイドラインの策定について」 

が平成２６年に定められました。(平成２６年３月２８日付基発０３２８第６号) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、詳細については川崎北労働基準監督署安全衛生課までお問い合わせください。 
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「安全推進者」を配置し，労働災害を減少させましょう！！ 

 本ガイドラインの対象業種でみられる災害の多くは、転倒災害、介助等による腰痛、階段等からの墜

落・転落や交通労働災害など日常生活でも起こりうる性質のものであり、その防止のためには、職場環境や

作業方法の改善、安全衛生教育の実施といった安全活動の必要性についての認識を事業者、労働者ともど

も高める必要があります。こうした現状を踏まえ、安全推進者は、事業の実施を総括管理する者を補佐して、

以下の職務を行ってください。 

 （１ ）職場環境及び作業方法の改善に関すること 

    例  ：  職場内の整理整頓（４Ｓ活動）の推進、床の凸凹面の解消等職場内の危険箇所の改善、 

          刃物や台車等道具の安全な使用に関するマニュアルの整備 等 

 （２ ）労働者の安全意識の啓発及び安全教育に関すること 

    例  ：  朝礼等の場を活用した労働災害防止に係る意義の周知・啓発、 

          荷物の運搬等の作業に係る安全な作業手順についての教育・研修の実施 等 

 （３ ）関係行政機関に対する安全に係る各種報告、届出等に関すること 

    例  ：  労働災害を発生させた場合の労働者死傷病報告の作成及び労働基準監督署長への提出等 

   

 安全推進者の職務 


